
※　当該指定管理者が行う管理運営の範囲は、上記着色のある部分を原則とします。
　ただし、武道館内の中庭及び施設内の芝等を除き、駐車場や施設周辺の植栽管理については、管理対象外とします。

指定管理者が行う宮崎県総合運動公園管理範囲図（有料公園施設）

資料②－２

野球練習場

投球練習場

東機械器具庫

中央器具庫

第二トレーニング場

投球練習場

補助グラウンド

屋内走路

水泳場跡地



○主な施設
・ひなたサンマリンスタジアム宮崎 ・ひなたベロドローム宮崎

・ひなた TENNIS PARK MIYAZAKI ・ひなた木の花ドーム


